
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会の運用に関する規程

平成２年１２月２１日
岐 阜 県 公 安 委 員 会 規 程 第 ６ 号

改正 平６県公委規程第１号、平１０県公委規程第１号

地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会の運用に関する規程を次

のように定める。

地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会の運用に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、地域交通安全活動推進委員（以下「推進委員」という ）及び地域交。

通安全活動推進委員協議会（以下「協議会」という ）の運用について必要な事項を定め。

ることを目的とする。

（準拠）

、 （ 。 「 」第２条 推進委員及び協議会の運用は 道路交通法 昭和３５年法律第１０５号 以下 法

という 、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規。）

則（平成２年国家公安委員会規則第７号）及び岐阜県道路交通法施行規則（昭和３５年岐

阜県公安委員会規則第１３号）によるほか、この規程により行うものとする。

（身分）

第３条 推進委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項第３号に規

定する特別職の地方公務員とする。

（委嘱）

第４条 推進委員の委嘱は、警察署長が推薦する者のうちから、適任であると認められる者

について、別記様式の委嘱状を交付して行うものとする。

（解嘱）

第５条 推進委員の解嘱は、法第１０８条の２９第５項の規定により行うものとし、当該推

進委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えるものとする。ただ

し、当該推進委員の所在が不明であるため通知することができないときは、この限りでな

い。

〔平１０県公委規程１号・本条一部改正〕

（公務災害補償）

第６条 推進委員の公務上の災害に対する補償については、岐阜県議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年岐阜県条例第４２号）の定めるところ

による。

（協議会）

第７条 協議会は、警察署の管轄区域ごとに組織し、会長１名及び幹事若干名を置くものと

する。

（委任）

第８条 この規程に定めるもののほか、推進委員及び協議会の運用に関し必要な事項は、警

察本部長が別に定めるものとする。

附 則

この規程は、平成３年１月１日から施行する。



別記様式

第 号

委 嘱 状

様

地域交通安全活動推進委員に委嘱します

委嘱期間は 年 月 日から

年 月 日までとします。

年 月 日

岐阜県公安委員会 印

［平６県公委規程１号・本様式一部改正］

平成６年３月２９日

附 則 岐阜県

公安委員会規程第１号

この規程は、平成６年４月１日から施行する。

平成１０年３月１１日

附 則 岐阜県

公安委員会規程第１号

この規程は、平成１０年４月１日から施行する。


